
公益財団法人北海道学校給食会
１　事業方針

公益財団法人北海道学校給食会は、学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、児童生徒の食

に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たす学校給食法の目的及び食育基本法の理念

を踏まえ、教育委員会などの関係機関、関係団体と緊密な連携を図りながら、食育の推進を支援するととも

に、安全・安心な学校給食用物資を安定的に供給するという観点に立って、各種事業を実施する。

(1) 食育の推進を支援する事業(定款第４条第１号)

学校等で実施される食育の推進を支援するという観点に立って、次の事業を実施する。

ア  各種研究大会等の実施

学校給食における食育指導の中心的な役割を担う栄養教諭・学校栄養職員等及び子どもたちを対象と

して、食育に関する各種研究大会等を関係機関、関係団体と連携を図りながら実施する。

《　研究大会等の実施計画　》

事　　業　　名 開 催 日 開催地等 開催区分

北海道教育委員会,江差町教育委員会
北海道学校給食研究協議会

北海道教育委員会,札幌市教育委員会,
北海道学校給食研究協議会

実行委員会(北海道教育委員会,岩見沢市教育委員会,
北海道学校給食研究協議会)

主 催 北海道栄養士協議会,北海道学校給食研究協議会栄養部会

後 援 北海道教育委員会

イ  学校給食研究団体等への助成

学校給食研究団体等に対し、学校給食の充実及び食育推進のための事業経費を助成する。

ウ  施設設備、教材等の貸出

(ｱ) 研修室及び調理室の貸出

研修会の会場等として、学校給食関係者からの利用の申込みに応じ、研修室及び調理室、その附属

設備を無償で貸し出す。

(ｲ) レプリカの貸出

食育指導に使用する魚類や野菜等のレプリカを市町村教育委員会、共同調理場及び学校に無償で貸

し出す。

(ｳ) バイキング用食器具の貸出

学校給食が多様化する中、楽しく潤いのある食事環境づくりを支援するため、バイキング用食器具

を市町村教育委員会、共同調理場及び学校に無償で貸し出す。

令和６年度事業計画書

 北海道栄養教諭・学校栄養職員
　 冬季研修会

1月 札 幌 市 後　援

 北海道学校給食研究協議会
　 支部長・センター長等会議

1月 札 幌 市 後　援

主 催

北海道教育委員会

札幌市学校給食栄養士会

北海道教育委員会

主　催 後 援

主 催

北海道高等学校給食研究協議会主 催

主 催

主 催

共　催

主 催 北海道学校給食研究協議会

備 考

 学校給食共同調理場
　 管理運営者研修会

5月10日 江 差 町 主　催 後 援

札 幌 市

岩見沢市

札 幌 市

未 定

札 幌 市

札 幌 市
（当会）

後　援

後　援

後　援

共　催

1月

 子ども給食教室

 北海道学校給食研究大会

 北海道高等学校給食研究協議会
　 北海道大会

 健康教育推進研究協議会

 学校給食展

 北海道学校給食コンクール

未定

8月8日

8月

未定

10月



(ｴ) ＤＶＤ等の貸出

学校給食従事者の研修及び児童生徒の食育指導用として、衛生管理・食育指導に関するＤＶＤ等を

市町村教育委員会、共同調理場及び学校に無償で貸し出す。

(ｵ) 北海道学校給食献立システムの貸出

食品、料理及びアレルギー物質に関するデータ等を管理・活用して献立を作成するための献立シス

テムを市町村教育委員会、共同調理場及び学校に無償で貸し出す。

エ  研修会等への講師派遣

市町村教育委員会等の要請により、研修会等に専門員等を派遣する。

オ  情報発信

公式ホームページにおいて、学校給食に関する各種情報を発信するとともに、北海道学校給食研究協

議会と共同で、広報誌「いただきます」を年４回編集・発行し、学校、教育委員会等へ配付する。

《　広報誌「いただきます」発行計画　》

発 行 号 発 行 月 発 行 部 数 配　　　　　布　　　　　先 備 考

第229号  5月

第230号  9月

各号 2,800部

第231号  11月

第232号  3月

(2) 安全･安心な学校給食用物資を安定的に供給する事業（定款第４条第２号)

常に良質で安全な物資を安定的に供給するとともに、給食の時間における食に関する指導や給食費会計

に大きな影響を生じさせないよう価格の安定に努めるという観点に立って、次の事業を実施する。

ア  学校給食用物資の安定供給

(ｱ) 必要量の確保・品質の確保

ａ　精米・米飯の原料となる玄米はホクレン農業協同組合連合会と、パン等の主原料となる小麦粉は

製粉会社と、それぞれ年間契約により、必要数を確保し安定的に供給する。

なお、天候不順等の不測の事態においても、関係者の協力を得て必要量を確保するため最大限努

力する。

ｂ　地産地消の観点に立って、北海道産１００パーセントの玄米及び小麦粉を使用することとし、当

会の品質規格等に基づきその品質を確保する。

また、地元産米を希望する市町村教育委員会には、それぞれの要望に応じて供給する。

Ｃ　一般物資（副食等）については、近年、天候不順や異常気象の影響等による農水産物の収量減少

や品質低下が懸念されているところであるが、道内産、国内産を主原料とした物資の取扱いの充実

に努めるとともに、配送体制を確保して、安全で良質な物資を安定的に供給する。

また、当会に設置する物資開発委員会において、既存品のリニューアルも含め、道産食材を最優

先とし、安全で栄養素の多く含まれる食材による品質の優れた物資の開発・選定を行う。

(ｨ) 価格の安定

ａ　年間需要見込みに基づく一括購入による物資確保により、適正、かつ、より廉価な物資供給に努

める。

また、離島を含め道内すべて同一価格で供給する。

ｂ　学校における給食費及び市町村の給食関係予算の計画的な執行を考慮し、取扱物資の価格を年度

前及び学期ごとに事前周知する。

Ｃ　基本物資(主食)については、年度途中の仕入れ価格の上昇に際しても、年度内の価格維持に努め

る。

学校給食実施校

市町村学校給食共同調理場

北海道教育委員会

市町村教育委員会

(独法)日本スポーツ振興センター

(一社)全国学校給食推進連合会

都府県学校給食会

北海道パン・米飯協同組合

札幌アール･ビー･エム協同組合

札幌市学校給食麺協同組合

・当会ホームページに掲載

・当会ホール等に配架



《　米穀・小麦粉、一般物資等の供給計画　》

単位 Ａ　本年度 Ｂ　前年度 増減(A－B)

１　米　　　穀

　①　精　米 kg 1,201,100 1,205,300 △ 4,200 ・精　 米 579,600

・胚芽米 376,000

・YES！ｃlean米 190,000

・ふっくりんこ 16,300

・きたくりん 4,500

・無洗米 34,700

　②　米　飯 kg 2,084,000 2,089,000 △ 5,000 ・精　 米 1,901,000

・YES！ｃlean米 183,000

２　小 麦 粉

　①　小麦粉 kg 56,200 56,400 △ 200 自営製パン・麺

・強力粉 28,000

・普通粉 28,200

　②　小麦粉製品 kg 1,325,500 1,325,650 △ 150 ・委託製パン 774,000

・委託製麺 551,500

・砂糖 kg 43,500 43,400 100

・ショートニング kg 19,200 19,000 200

・脱脂粉乳 kg 20,800 20,500 300

３　一般物資 千円 1,848,133 1,597,729 250,404 全取扱品目数　 513品目

P

イ  学校給食用物資の安全性確保

(ｱ) 衛生検査の実施

随時に取扱物資の自主細菌検査を行うとともに、必要に応じて厚生労働省登録検査機関による検

査を実施する。

また、学校及び共同調理場からの依頼に応じて、食品の検査を行う。

区　　　分 内　　　　　訳

(前年比△2品)



(ｲ) 検査器具の貸出 

学校及び共同調理場からの要請により、一般細菌、大腸菌群、黄色ブドウ球菌検査のための小型

ふらん器、ＡＴＰ式拭取検査器、紫外線ランプ、手洗チェッカー等を無償で貸し出す。

(ｳ) 研修会の実施及び講師派遣 

加工委託工場の衛生管理講習会(隔年実施)及び共同調理場管理運営者の研修会を実施するほか、

市町村教育委員会等の要請により、衛生管理講習会等に専門員等を派遣する。

(ｴ) 加工委託工場実地調査及び取扱物資製造工場実地調査

当会指定加工委託工場の衛生管理状況を確認するため、市町村教育委員会及び北海道パン・米飯

協同組合、札幌アール･ビー･エム協同組合、札幌市学校給食麺協同組合の協力を得て、専門員等に

よる実地調査を行う。

また、新規取扱物資の製造工場等の衛生管理状況を確認するため、担当職員による実地調査を行

う。

(ｵ) 学校給食用パン品質審査会の実施

学校給食用パンの品質向上を図るため、北海道教育委員会と共催し、主に当会指定加工委託工場

(39工場)を対象としてパンの焼き上がりの状態や味、香り等の品質審査を行い、審査結果を踏まえ、

北海道製粉連絡協議会、北海道パン・米飯協同組合、札幌アール･ビー･エム協同組合の協力を得て、

加工委託工場への技術指導を行う。

(ｶ) 加工委託工場の衛生管理事業に対する助成措置

学校給食用パン、米飯及び麺の当会指定加工委託工場における衛生管理の維持向上を図るため、

施設･設備の衛生管理の改善に要する経費に対して助成し、その改善状況について確認を行う。

２　事業計画対象人員等

３　評議員・役員及び職員数

(1)評議員　　　９人

(2)役　員　　　８人（理事長１人、常務理事１人、理事４人、監事２人）

(3)職　員　　１８人


